
「職場におけるパワハラ・セクハラ対策研修会」の実施について

一般社団法人宮崎県タクシー協会　宮崎支部

 　当日は、宮崎労働局雇用環境・均等室に講師の派遣をお願いし、職場に
おけるハラスメント撲滅に向けた具体的取組について、法令や事例を交え
て２時間近くの講義を行なっていただきました。

 　宮崎県タクシー協会宮崎支部主催により、平成３０年９月１１日に「職場に
おけるパワハラ・セクハラ対策研修会」を、宮崎県トラック協会研修室におい
て行ないました。

  宮崎支部会員各社からは、指導・教育担当運行管理者及び班長運転者
等の２５名が参加し、ハラスメントの現状、法規制の経緯、ハラスメント対策
の必要性など自社における指導教育に生かすため熱心に講義を受けてい
ました。


